
利用者負担金（月額保育料）について 

上乗せ徴収・行事費その他

教育の質の向上の為、施設、人的環境を整える為、保護者様の同意を得て徴収する負担金です。



実費徴収

※1 号認定の方は、夏休み、冬休みの預かり保育の給食代は別途、徴収いたします。
※遠足代は、場所により価格が変動いたします。
※金額は、社会情勢により変動する場合があります。



制服代費用


